
カ
ナ
ダ
ガ
ン
等
の
防
除
に
関
す
る
件

（
平
成
十
八
年
環
境
省
告
示
第
三
十
三
号
）

１

防
除
の
対
象

ブ
ラ
ン
タ
・
カ
ナ
デ
ン
ス
ィ
ス
（
カ
ナ
ダ
ガ
ン
）
、
ガ
ル
ル

ラ
ク
ス
・
カ
ノ
ル
ス
（
ガ
ビ
チ
ョ
ウ
）
、
ガ
ル
ル
ラ
ク
ス
・
ペ
ル
ス
ピ
キ
ル
ラ

ト
ゥ
ス
（
カ
オ
グ
ロ
ガ
ビ
チ
ョ
ウ
）
、
ガ
ル
ル
ラ
ク
ス
・
サ
ン
ニ
オ
（
カ
オ
ジ

ロ
ガ
ビ
チ
ョ
ウ
）
及
び
レ
イ
オ
ト
リ
ク
ス
・
ル
テ
ア
（
ソ
ウ
シ
チ
ョ
ウ
）
（
以

下
「
カ
ナ
ダ
ガ
ン
等
等
」
と
い
う
。
）

２

防
除
を
行
う
区
域

全
国

３

防
除
を
行
う
期
間

平
成
十
八
年
二
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

４

防
除
の
目
標

生
態
系
に
係
る
被
害
の
防
止
を
図
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
地
域
ご
と
に
、
カ

ナ
ダ
ガ
ン
等
が
既
に
ま
ん
延
し
て
い
る
場
合
に
は
被
害
の
状
況
に
応
じ
て
完
全

排
除
又
は
影
響
の
低
減
を
図
る
こ
と
、
カ
ナ
ダ
ガ
ン
等
が
今
後
被
害
を
及
ぼ
す

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
そ
の
監
視
に
努
め
る
と
と
も
に
予
防
的
な
防
除
を
行

う
こ
と
等
の
適
切
な
目
標
を
定
め
て
防
除
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

一

全
国
的
な
観
点
か
ら
希
少
な
生
物
の
生
息
地
若
し
く
は
生
育
地
又
は
地
域

特
有
の
生
物
相
を
有
す
る
地
域

二

地
域
的
な
観
点
か
ら
希
少
な
生
物
の
生
息
地
若
し
く
は
生
育
地
又
は
地
域

特
有
の
生
物
相
を
有
す
る
地
域

三

そ
の
他
の
地
域
（
前
二
号
に
掲
げ
る
地
域
に
被
害
が
及
ぶ
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
に
は
防
除
の
必
要
性
を
検
討
す
る
地
域
）

５

防
除
の
内
容

一

防
除
の
方
法

イ

調
査カ

ナ
ダ
ガ
ン
等
の
全
国
的
な
生
息
状
況
及
び
被
害
状
況
を
把
握
す
る

(1)
た
め
、
環
境
大
臣
は
情
報
の
収
集
に
努
め
る
と
と
も
に
、
収
集
し
た

情
報
の
整
理
及
び
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

各
防
除
主
体
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
防
除
を
行
う
区
域
に
お
い
て

(2)

さ
ら
に
詳
細
な
生
息
状
況
及
び
被
害
状
況
の
調
査
を
可
能
な
限
り
行

い
、
効
率
的
な
防
除
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

ロ

捕
獲

地
域
の
状
況
に
応
じ
、
網
等
の
捕
獲
猟
具
を
効
果
的
に
用
い
て
捕
獲

を
行
う
こ
と
と
し
、
そ
の
際
、
次
の
事
項
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

設
置
し
た
猟
具
を
適
切
に
管
理
で
き
る
体
制
の
整
備
等
、
錯
誤
捕
獲

(1)
及
び
事
故
の
発
生
防
止
に
万
全
の
対
策
を
講
じ
る
も
の
と
し
、
事
前

に
関
係
地
域
住
民
等
へ
の
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
特
定
外
来
生
物

に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法

」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
防
除
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書

類
の
携
帯
を
す
る
も
の
と
す
る
。

防
除
に
使
用
す
る
捕
獲
猟
具
に
は
、
猟
具
ご
と
に
、
法
に
基
づ
く
防

(2)
除
の
た
め
の
捕
獲
で
あ
る
旨
及
び
実
施
者
の
住
所
、
氏
名
、
電
話
番

号
等
の
連
絡
先
を
記
載
し
た
標
識
の
装
着
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

防
除
の
対
象
と
な
る
生
物
以
外
の
野
生
鳥
獣
の
繁
殖
に
支
障
が
あ
る

(3)
期
間
及
び
区
域
は
避
け
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法

(4)
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
鳥
獣
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五

項
に
規
定
す
る
狩
猟
期
間
中
及
び
そ
の
前
後
に
お
け
る
捕
獲
に
当
た

っ
て
は
、
同
法
第
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
に
基
づ
き
行

う
狩
猟
又
は
狩
猟
期
間
の
延
長
と
誤
認
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
適

切
に
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

ハ

防
除
に
よ
り
捕
獲
し
た
個
体
の
処
分

捕
獲
個
体
は
防
除
実
施
者
の
責
任
の
下
、
適
切
に
処
分
す
る
こ
と
と

(1)
し
、
従
事
者
等
に
よ
る
個
人
的
な
持
ち
帰
り
及
び
野
外
へ
の
放
置
の

な
い
も
の
と
す
る
。

捕
獲
個
体
を
殺
処
分
す
る
場
合
は
、
で
き
る
限
り
苦
痛
を
与
え
な
い

(2)
適
切
な
方
法
に
よ
り
処
分
す
る
も
の
と
す
る
。

捕
獲
個
体
に
つ
い
て
は
、
学
術
研
究
、
展
示
、
教
育
そ
の
他
公
益
上

(3)
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
目
的
で
あ
る
場
合
に
限
り
、
法
第
五



条
第
一
項
に
基
づ
く
飼
養
、
栽
培
、
保
管
又
は
運
搬
（
以
下
「
飼
養

等
」
と
い
う
。
）
の
許
可
を
得
て
飼
養
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。

捕
獲
個
体
の
飼
養
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
譲
渡
し
又
は
引
渡
し
（

(4)
以
下
「
譲
渡
し
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
場
合
は
、
譲
渡
し
等
の
相

手
方
が
学
術
研
究
、
展
示
、
教
育
そ
の
他
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
目
的
で
飼
養
等
の
許
可
を
得
て
い
る
場
合
又
は
法
第
四

条
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
い
て
特
定
外
来
生
物
を
適
法
に
取
り
扱
う

こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。

ニ

飼
養
等
の
た
め
の
施
設

捕
獲
個
体
の
飼
養
等
を
す
る
た
め
に
用
い
る
施
設
の
構
造
及
び
強
度

並
び
に
そ
の
細
目
に
つ
い
て
は
、
特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係

る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
農
林
水
産
省
・

環
境
省
令
第
二
号
）
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
基
準
及
び
同
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
基
準
の
細
目
と
す
る
。
た
だ
し

、
捕
獲
個
体
を
網
等
に
入
れ
た
ま
ま
で
一
時
保
管
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
網
等
に
逸
出
防
止
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

ホ

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

生
息
状
況
及
び
被
害
状
況
を
適
切
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、
防
除
の
進

捗
状
況
を
点
検
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
結
果
を
防
除
の
実
施
に
適
切
に
反

映
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

二

在
来
生
物
の
捕
獲
等
を
避
け
る
た
め
の
措
置

網
等
を
設
置
し
て
捕
獲
等
を
す
る
場
合
は
、
在
来
生
物
が
捕
獲
さ
れ
な
い

よ
う
注
意
す
る
も
の
と
す
る
。

三

関
係
法
令
の
遵
守

防
除
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
も
の
と
す
る
。

６

防
除
の
確
認
又
は
認
定
の
要
件

法
第
十
八
条
第
一
項
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
が
行
う
防
除
の
確
認
（
以
下
「

確
認
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
二
項
に
よ
る
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の

者
が
行
う
防
除
の
認
定
（
以
下
「
認
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
防
除
の
内
容

が
第
一
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
か
つ
、

次
の
要
件
に
適
合
す
る
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一

防
除
実
施
計
画
の
策
定
に
当
た
り
地
域
に
お
け
る
合
意
形
成
を
図
る
た
め

の
協
議
又
は
検
討
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
経
緯
及
び
結
果
に
つ
い
て
防

除
実
施
計
画
書
に
記
載
し
て
い
る
こ
と
。

二

認
定
に
関
し
て
は
、
防
除
を
行
う
区
域
内
の
土
地
及
び
関
係
施
設
の
所
有

者
又
は
管
理
者
と
の
必
要
な
調
整
を
図
り
、
そ
の
結
果
を
防
除
実
施
計
画
書

に
記
載
し
て
い
る
こ
と
。

三

認
定
に
関
し
て
は
、
防
除
実
施
計
画
を
実
行
す
る
財
政
的
及
び
人
員
的
能

力
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
防
除
実
施
計
画
書
に
記
載
し
て
い
る
こ

と
。

四

原
則
と
し
て
、
使
用
す
る
猟
具
に
応
じ
、
鳥
獣
保
護
法
に
よ
る
狩
猟
免
許

を
有
す
る
者
が
当
該
猟
具
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
防
除
実
施
計
画
書
に

記
載
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
適
切
な
捕
獲
と
安
全
に
関
す
る
知
識
及
び

技
術
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
免
許
非
所
持
者
で
あ

っ
て
も
従
事
者
に
含
む
こ
と
が
で
き
る
。

五

防
除
実
施
計
画
書
に
お
い
て
、
防
除
の
従
事
者
に
対
し
防
除
の
内
容
を
具

体
的
に
指
示
す
る
と
と
も
に
、
従
事
者
の
台
帳
の
作
成
及
び
更
新
の
方
法
に

つ
い
て
記
載
し
て
い
る
こ
と
。

六

防
除
に
伴
い
飼
養
等
を
す
る
た
め
の
施
設
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
施
設
の

規
模
及
び
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
図
面
及
び
写
真
を
防
除
実
施
計
画
書
に
掲

載
し
、
又
は
添
付
し
て
い
る
こ
と
。

七

鳥
獣
保
護
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
で
禁
止
又
は
制
限
を
さ
れ
た

捕
獲
は
行
わ
な
い
こ
と
。

八

鳥
獣
保
護
法
第
十
五
条
第
一
項
に
基
づ
き
指
定
さ
れ
た
指
定
猟
法
禁
止
区

域
内
で
は
、
同
区
域
内
に
お
い
て
使
用
を
禁
止
さ
れ
た
猟
法
に
よ
り
捕
獲
を

行
わ
な
い
こ
と
。

九

鳥
獣
保
護
法
第
三
十
五
条
第
一
項
で
銃
猟
禁
止
区
域
と
し
て
指
定
さ
れ
て

い
る
区
域
に
お
い
て
は
、
銃
器
に
よ
る
防
除
は
行
わ
な
い
こ
と
。



十

鳥
獣
保
護
法
第
三
十
六
条
に
基
づ
き
危
険
猟
法
と
し
て
規
定
さ
れ
る
手
段

に
よ
る
防
除
は
行
わ
な
い
こ
と
。

十
一

銃
器
に
よ
る
防
除
を
行
う
場
合
は
、
鳥
獣
保
護
法
第
三
十
八
条
に
お
い

て
禁
止
さ
れ
て
い
る
行
為
を
行
わ
な
い
こ
と
。

７

そ
の
他

一

防
除
手
法
等
の
技
術
の
開
発

環
境
大
臣
は
、
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
防
除
手
法
、
防
除
用
具
等
の
開
発

に
努
め
、
そ
の
成
果
に
係
る
情
報
の
普
及
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

二

普
及
啓
発
の
推
進

各
防
除
主
体
は
、
防
除
の
実
施
に
当
た
り
、
地
域
の
関
係
者
に
防
除
の
内

容
を
周
知
す
る
と
と
も
に
、
被
害
予
防
に
係
る
方
策
等
に
つ
い
て
の
普
及
啓

発
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。


